
　
　
　

箕
面
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
宣
誓
の
取
扱
い
に
関
す
る
要
綱 

（
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
号
） 

　

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
箕
面
市
人
権
の
ま
ち
条
例
（
平
成
十
五
年
箕
面
市
条
例
第
二

十
九
号
）
及
び
箕
面
市
人
権
の
ま
ち
推
進
基
本
方
針
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
市
民
一
人

ひ
と
り
が
人
権
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
多
様
性
を
認
め
合
い
、
命
の
尊
さ
や
個
人
の

尊
厳
が
大
切
に
さ
れ
、
自
ら
の
努
力
で
、
よ
り
自
由
、
平
等
で
、
一
人
ひ
と
り
の
人

権
を
尊
重
す
る
ま
ち
を
創
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

宣
誓
の
取
扱
い
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一　

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ　

性
的
指
向
（
自
己
の
恋
愛
又
は
性
愛
の
対
象
と
な
る
性

別
に
つ
い
て
の
指
向
を
い
う
。
）
が
異
性
愛
の
み
で
は
な
い
者
又
は
性
自
認
（
自

己
の
性
別
に
つ
い
て
の
認
識
を
い
う
。
）
が
戸
籍
上
の
性
と
異
な
る
者
を
い
う
。 

　

二　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ　

一
方
又
は
双
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
て
、
互

い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
相
互
に
協
力
し
合
う
こ

と
を
約
し
た
二
者
の
関
係
を
い
う
。 

　

三　

宣
誓　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
あ
る
二
者
が
、
市
長
に
対
し
、
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
誓
う
こ
と
を
い
う
。 

　

（
宣
誓
の
要
件
） 

第
三
条　

宣
誓
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

　

一　

双
方
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
の
成
年
に
達
し
て

い
る
こ
と
。 



　

二　

一
方
又
は
双
方
が
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
又
は
市
内
へ
の
転
入
を
予
定

し
て
い
る
こ
と
。 

　

三　

双
方
が
宣
誓
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
以
外
の
者
と
現
に
婚
姻
関
係
（
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
な
い
こ
と
。 

　

四　

双
方
が
宣
誓
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
以
外
の
者
と
現
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

関
係
に
な
い
こ
と
。 

　

五　

双
方
が
近
親
者
（
直
系
血
族
、
三
親
等
内
の
傍
系
血
族
又
は
直
系
姻
族
を
い

う
。
）
の
関
係
に
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
あ
る
者

が
養
子
縁
組
を
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。 

（
宣
誓
の
方
法
） 

第
四
条　

宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
（
様
式
第
一
号
。

以
下
「
宣
誓
書
」
と
い
う
。
）
に
必
要
事
項
を
自
ら
記
入
の
上
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
宣
誓
を
す
る
日
以
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

一　

住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
市
内
へ
の
転
入
を
予
定
し
て

い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
転
出
証
明
書
等
そ
の
事
実
を
確
認
で
き
る
書
類
） 

　

二　

婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
外
国
籍
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て

は
、
大
使
館
等
の
公
的
機
関
で
発
行
さ
れ
る
婚
姻
要
件
具
備
証
明
書
又
は
独
身
証

明
書
及
び
当
該
書
類
に
係
る
日
本
語
の
翻
訳
文
） 

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

２　

宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
一
方
又
は
双
方
が
自
ら
宣
誓
書
に
記
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
両
当
事
者
以
外
の
者
に
こ
れ
を
代
筆
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３　

市
長
は
、
宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
書
類
の
提
示
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 



　

一　

個
人
番
号
カ
ー
ド 

　

二　

旅
券 

　

三　

運
転
免
許
証 

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
が
発
行
し
た
本
人
の
顔
写
真
が
貼
付

さ
れ
た
免
許
証
、
許
可
証
、
資
格
証
明
書
等
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る

も
の 

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

４　

宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
宣
誓
を
す
る
日
時
等
に
つ
い
て
市
と

調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
宣
誓
の
証
明
） 

第
五
条　

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
宣

誓
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
証
明
カ
ー
ド
（
様
式
第

二
号
。
以
下
「
証
明
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
宣
誓
書
の
写
し
を
添
え
て
交
付
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
通
称
の
使
用
） 

第
六
条　

宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
社
会
生
活
上
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
氏
名

（
以
下
「
通
称
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を
希
望
す
る
と
き
は
、
公
的
機
関
か
ら
の
郵

便
物
等
の
提
示
に
よ
り
、
宣
誓
書
及
び
証
明
カ
ー
ド
に
お
い
て
通
称
を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

　

（
証
明
カ
ー
ド
の
再
交
付
） 

第
七
条　

証
明
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
宣
誓
者
」
と
い
う
。
）
が
、
証

明
カ
ー
ド
の
紛
失
、
毀
損
、
汚
損
等
に
よ
り
証
明
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
希
望
す
る
と

き
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
証
明
カ
ー
ド
再
交
付
申
込
書
（
様
式
第
三
号
。
以

下
「
再
交
付
申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
市
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
証
明
カ
ー



ド
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
毀
損
又
は
汚
損
に

よ
り
証
明
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
再
交
付
申
込
書
に
当
該

証
明
カ
ー
ド
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３　

紛
失
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
紛

失
し
た
証
明
カ
ー
ド
を
発
見
し
た
場
合
は
当
該
紛
失
し
た
証
明
カ
ー
ド
を
市
長
に
返

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
宣
誓
事
項
の
変
更
） 

第
八
条　

宣
誓
者
は
、
住
所
又
は
氏
名
（
通
称
を
含
む
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
事
項
変
更
届
兼
証
明
カ
ー
ド
再
交
付
申
込
書
（
様
式
第
四

号
。
以
下
「
変
更
届
兼
再
交
付
申
込
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
変
更
に
係
る
事
実
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
変
更
前
の
証
明
カ
ー
ド
を
添
え
て
、
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３　

市
長
は
、
変
更
届
兼
再
交
付
申
込
書
の
提
出
を
受
け
、
証
明
カ
ー
ド
の
記
載
事
項

を
変
更
し
た
と
き
は
、
証
明
カ
ー
ド
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
証
明
カ
ー
ド
の
返
還
） 

第
九
条　

宣
誓
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
宣
誓
証
明
カ
ー
ド
返
還
届
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
返
還
届
」
と
い
う
。
）
を

市
長
に
提
出
し
、
交
付
し
た
証
明
カ
ー
ド
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

証
明
カ
ー
ド
の
紛
失
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

一　

双
方
の
意
思
に
よ
り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
が
解
消
さ
れ
た
と
き
。 

　

二　

宣
誓
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
き
。 

　

三　

第
三
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。　

 



（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
自
治
体
間
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
規
約
（
以
下
「
規

約
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
定
め
る
構
成
自
治
体
（
以
下
「
連
携
自
治
体
」
と
い

う
。
）
に
転
出
後
も
引
き
続
き
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
を
継
続
す
る
場
合
を

除
く
。
） 

２　

第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
宣
誓
の
無
効
） 

第
十
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
宣
誓
を

無
効
と
し
、
証
明
カ
ー
ド
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

一
方
又
は
双
方
が
宣
誓
書
を
提
出
し
た
時
点
に
お
い
て
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
カ
ー
ド
を
交
付
し
た
後
に
判
明
し
た

と
き
。 

　

二　

一
方
又
は
双
方
が
証
明
カ
ー
ド
を
不
正
に
利
用
し
、
偽
造
し
、
又
は
変
造
し
た

と
市
長
が
認
め
る
と
き
。 

２　

宣
誓
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
証
明

カ
ー
ド
を
市
長
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
情
報
提
供
及
び
啓
発
） 

第
十
一
条　

市
は
、
宣
誓
の
趣
旨
が
適
正
に
理
解
さ
れ
、
公
平
か
つ
適
切
な
対
応
が
行

わ
れ
る
よ
う
必
要
な
広
報
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
市
民
や
事
業
者
に
必
要
か
つ
適

切
な
情
報
提
供
を
行
い
、
そ
の
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
他
の
自
治
体
と
連
携
を
図
る
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
二
条　

宣
誓
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
連
携
自
治
体
に
お
い
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
の
関
係
に
あ
る
旨
の
宣
誓
に
係
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領
証
等
の
交
付

を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
連
携
自
治
体
か
ら
市
内
に
転
入
後
も
引
き
続
き
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
を
継
続
す
る
と
き
は
、
規
約
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
証
明
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 



２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
転
入

宣
誓
者
」
と
い
う
。
）
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
継
続
申
告
書
（
様
式
第
六
号
。

以
下
「
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
必
要
事
項
を
自
ら
記
入
の
上
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
来
庁
又
は
郵
送
に
よ
り
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

転
出
地
で
あ
る
連
携
自
治
体
が
交
付
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
書
受
領
証

等 

　

二　

住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
市
内
へ
の
転
入
を
予
定
し
て

い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
転
出
証
明
書
等
そ
の
事
実
を
確
認
で
き
る
書
類
） 

　

三　

郵
送
手
続
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
証
明
カ
ー
ド
の
送
付
に
必
要
な
金
額
の
郵
便

切
手
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒 

　

四　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

３　

市
長
は
、
転
入
宣
誓
者
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
転
出
地
で
あ
る
連
携
自
治
体
に
通
知
す
る
。 

４　

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
転
入
宣
誓
者
の
双
方
の
同
意
を
得
ら
れ

た
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

５　

転
入
宣
誓
者
の
一
方
又
は
双
方
が
自
ら
申
告
書
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
転
入
宣
誓
者
以
外
の
者
に
代
筆
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

６　

転
入
宣
誓
者
は
、
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、
そ
の
双
方
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
の
提
示
（
郵

送
手
続
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
書
類
の
写
し
の
提
出
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

　

（
委
任
） 

第
十
三
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
市
長
が
定
め
る
。  

　
　
　

附　

則 



　

こ
の
要
綱
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


